
 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道労働組合東京地方本部執行委員である、中山貴宏君、細谷浩司君、関昭生君、田

中正文君、江川秀樹君、大澤昭彦君、野村泰造君、小山洋君、猪俣利行君、宮澤和真君、松﨑大樹

君、渡辺健太郎君、結城政雄君、内田篤史君、大川順也君、川上浩一君、佐々木誠君、原田昭君、

安部駿佑君、岩田哲郎君、大沼雅徳君、櫻井清君、辻正将君、柴山明君、菅原光弘君、鳩貝雄一君、

廣川尚彦君、橘木茂伸君、和田寛君、世良隆次君の制裁申請と執行権停止及び組合員権の一部停

止の緊急措置について 

 

理由 

１．積極的にＪＲ東労組の組織決定に反する活動を展開することによって団結を破壊し、分

裂組合結成を導いた。 

２．支部・分会における分裂策動に対し、地方本部執行委員としての任務を放棄し、団結ま

たは統制を乱す行為に対し指導を全く行わなかった。 

３．「台風 15及び 19号に伴う災害対策金」及び「本部方針による組織存亡のかけた戦いの

残り 1年間組織拡大・強化のため」という理由で支出した連帯活動基金の目的外使用を

行った。（東京地本エルダー3名に対し、雇用契約及びこれまでの慣例を逸脱する高額な

退職手当を支払う） 

  

～記～ 

１、 東京地方本部執行委員各君らに対し、ＪＲ東労組規約第 60条 2項の定めにより、第 46回 

定期中央委員会へ制裁申請を行う。 

２、 東京地方本部執行委員各君らに対し、「組織運営上重大な支障がある」と判断し、ＪＲ東労組規 

約第 34条第 1項（5）に基づき、緊急措置として執行権を停止する。 

３、 東京地方本部執行委員各君らに対し、「組織運営上重大な支障がある」と判断し、ＪＲ東労組規 

約第 60条 2項に基づき、規約第 13条（2）（3）（4）（5）を停止する。 

４、 東京地方本部執行委員各君らに対し、中央本部の許可無く、全組合事務所及び組合施設への立

ち入りおよび組合名（地方本部名も含む）を使用した集会等の招集、開催、参加を禁止する。 

５、 各地方本部は、各級機関および全組合員に周知徹底し、組織の一層の団結・強化を図ることを

要請する。 

 

 

 


